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1,810万円（坪単価：38万円）

157.58㎡（47.66坪）

JR東海道本線【三島駅】3.4km

中郷小学校・中郷西中学校

三島市八反畑26番1

市街化調整区域

指定なし

50% / 80%

建築基準法第22条指定区域

現況渡し

更地 / 相談

東側/幅員4.0m/公道（1項5号）

所有権

宅地

東京電力・都市ガス・上水道・公共下水道

都市計画法43条許可

文化財保護法 埋蔵文化財包蔵地内

前面道路の私設管より上水道の引込みが必要となります。

三島市八反畑
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三島市洪水ハザードマップ

三島市八反畑

対象物件

0 . 5 m 未 満

0 . 5 m 〜 3 . 0 m

対象物件凡例

N

浸水の深さ 3 . 0 m 〜 5 . 0 m
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第19 包括承認基準19 既存宅地の確認を受けた土地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨・経緯】 

・平成12年改正都市計画法により既存宅地制度が廃止され、法定の措置期間（改正法附

則第6条第1項の規定により、改正法施行日（施行日以降に確認を受けた土地について

は確認の日）から5年間有効）に該当する場合を除いて、既存宅地を要件とする建築は

できなくなった。しかし、制度廃止は私的財産権に大きく影響を与えることや土地取

得から建築までの期間が長期にわたることが通例であること、また、本県は全国的に

みても市街化調整区域の人口が大きく、従前から既存宅地確認件数が多いなどの事情

があることから、制度が全面的に廃止されたままでは大きな問題が生ずるおそれがあ

る。このため、法改正の趣旨を踏まえて、周辺の土地利用と不調和な建築物の建築を

回避するため用途を限定するなど一定の制限の下で、法定の経過措置に該当しない建

築物の建築も認めるものである、既存宅地は市街化調整区域が決定される前から宅地

であって、周辺における市街化を促進するおそれはないものと考えられることから、

包括承認基準としてあらかじめ議決するものである。（平成13年2月22日第157回開発審

査会） 

・審議規程第7条第1項の規定に基づく包括承認基準として定める。（平成23年1月27日第

215回開発審査会） 

 

【解釈と運用】 

市街化調整区域に関する都市計画の決定（線引き）前から宅地であった土地（既存宅

地）における建築物の建築に係る開発（建築）行為（当分の間） 

１ 対象となる土地 

既存宅地の確認を受けた土地 

平成13年2月22日決定 

平成23年1月27日一部改正 

次の要件を満たすものは、当分の間、市街化調整区域に関する都市計画の決定（線引

き）前から宅地であった土地（既存宅地）における建築物の建築に係る開発（建築）行

為を認める。 

１ 平成12年改正前の都市計画法第43条第1項第6号ロの確認を受け、引き続き宅地であ

る土地であること。 

２ 予定建築物の用途は、第二種低層住居専用地域に建築できる建築物であること。 

３ 予定建築物の規模は、建ぺい率50パーセント以下、容積率80パーセント以下、高さ

10メートル以下であること。 

４ 区画の分割を行う場合は、１区画の面積が原則として200平方メートル以上であるこ

と。 

＊平成12年改正都市計画法…都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（平成

12年法律第73号 平成12年5月19日公布 平成13年5月18

日施行） 
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平成12年改正前の都市計画法第43条第1項第6号ロの確認を受け、引き続き宅地である

土地であること。 

２ 予定建築物 

⑴ 用途 

第二種低層住居専用地域に建築できる建築物であること。 

⑵ 規模 

建ぺい率は50パーセント以下、容積率は80パーセント以下、高さは10メートル以下

であること。 

３ 敷地面積 

⑴ 原則 

区画の分割を行う場合は、1区画の面積が200平方メートル以上であること。 

(注) 平成12年改正前の都市計画法においては、既存宅地制度により1区画の面積が

200平方メートル以下でも認めてきたが、既存宅地制度が廃止された平成13年5月

18日以降は1区画の面積が原則として200平方メートル以上と定めたこと。 

⑵ 例外 

次のいずれかの事情に該当し、かつ、当該事情がなければ1区画あたり200平方メー

トル以上の敷地面積を確保できたことが明らかな場合は、1区画の面積が165平方メー

トル以上であること。 

ア 公共事業の施行に伴い、平成13年5月18日以降に土地の一部が公共事業の用途とし

て譲渡されたとき。 

イ 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第2項の規定により土地の一部が道路

とみなされるとき。 

 

【既存宅地制度】 

１ 平成12年の都市計画法の改正までは、都市計画法第43条第1項第6号ロの確認を受けた

土地（既存宅地）における建築行為については許可不要とされていた。（既存宅地制度） 

２ 平成12年改正都市計画法により、既存宅地制度は廃止された。 

３ 平成12年改正前の都市計画法第43条の規定 

法第43条 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内

においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第2号若しくは第3号に

規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはなら

ず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して第29条第2号又は第3号に規

定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、

改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでな

い。 

⑴～⑸ 略 

⑹ 次に掲げる要件に該当する土地において行なう建築物に新築、改築又は用途
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の変更 

イ 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化

区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむ

ね50以上の建築物が連たんしている地域内に存する土地であること。 

ロ 市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更し

てその区域が拡張された際すでに宅地であった土地であって、その旨の都道

府県知事の確認を受けたものであること。 

⑺ 略 

2  略 

４ 平成12年改正都市計画法の廃止に伴う経過規定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正法（平成12年法律第73号）附則 

第6条 施行日（平成13年5月18日）前に旧都市計画法第43条第1項第6号ロの規定に

よる都道府県知事の確認（以下この条において単に「確認」という｡)を受けた土

地（次項の規定に基づきなお従前の例により施行日以降に確認を受けた土地を含

む｡)において行う自己の住居又は業務の用に供する建築物の新築、改築又は用途

の変更については、施行日（次項の規定に基づきなお従前の例により施行日以降

に確認を受けた土地において行うものにあっては、当該確認の日）から起算して5

年を経過する日までの間は、同号の規定は、なおその効力を有する。 

2  この法律の施行の際現にされている確認の申請については、都道府県知事は、

なお従前の例により確認を行うものとする。 

3  施行日前にされた確認（前項の規定に基づきなお従前の例により施行日以降に

された確認を含む｡)についての違反を是正するため必要な措置については、なお

従前の例による。 


